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中国残留邦人等に対する医療支援給付について

　平成20年4月1日から中国残留邦人等に対し、指定医療機関等での受診に係

る医療支援給付を実施し、1年が経過するところであります。本制度につき

ましては、平成20年3月27日付事務連絡（保224）でお知らせいたしましたが、

その取扱いにつきましては、一部の指定医療機関等の窓口において、制度周

知不足から受診拒否等の問題が生じているとの報告があると聞いております。

このような状況を勘案し、今回、改めて厚生労働省社会・援護局援護企画課

中国孤児等対策室から日本医師会宛、指定医療機関等の窓口で混乱が生じな
いよう協力依頼がありました。

　本制度は、　「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成6年法律第30号）」に基づくもので、中国残留邦人等

で生活保護の医療扶助を受給している方を対象に、平成20年4月1目から指定
医療機関等の受診においては、本制度の医療支援給付として開始されており
ます。

　なお、医療支援給付は生活保護法の医療扶助の例によることとしておりま

すが、中国残留邦人等の特別な事情に配慮し、福祉事務所と医療機関との間

で直接手続きを行うなど、生活保護法の医療扶助とは異なる取扱いをしてお
ります。その取扱いは次のとおりであります。

　1．医療券の交付等については、原則、実施機関（福祉事務所）と医
　　療機関の間で直接手続きを行う。

　　（福祉事務戸が直接　医療機関に医療’を送付する　）

2．患者本人は医療券を持参しないので、指定医療機関の窓口では本
　人確認を行う必要がある。このため、支援給付を受給していること

　を証明する「本人確認証」を提示させて受診する。

　（医療機関は患者の提出した「本人確認証　と福祉事務戸より送付され

た「医療’　を確認のうえ　治療を行う　）

　したがいまして、再度、貴会会員医療機関のご協力が、得られますよう、

ご高配たまわりたくよろしくお願い申し上げます。
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中国残留邦人等に対する医療支援給付について

　中国残留邦人等に係る医療等の支援につきましては、平素から格段の御配慮を賜り

厚く御礼申し上げます。

　さて、中国残留邦人等の支援給付受給者が指定医療機関等において受診す・る場合の

取扱いについて、平成20年3月14日付社援発第0314006号「中国残留邦人

等に対する支援給付の実施について」（厚生労働省社会・援護局長通知）をもって通

知したところであり、当該取扱いにつきましては、貴会の御理解と御協力により、こ

れまで概ね円滑に実施されていますところ、感謝申し上げます。

　他方、当該取扱いは初年度ということもあり、一部の指定医療機関等の窓口によっ

ては、支援給付受給者であることを確認するための「本人確認証」の取扱いを知らず

に受診を拒否する、本人確認証を発行した実施機関の管外に所在する指定医療機関等

で受診を拒否されるケースがある等、当該取扱いが十分に周知されていないことによ

る混乱が生じているとの報告がなされております。

　当室としましては、各都道府県・指定都市・中核市並びに各実施機関に対し、指定

医療機関等の窓口で混乱が生じ、支援給付受給者が受診できないような状況にならな

いよう、再度、当該取扱いの周知徹底を依頼することとしております。

　つきましては、貴会におかれましても、当該取扱いについて遺漏がないよう引き続

き御理解と御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
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中国残留邦人等に対する支援給付の実施について

　中国残留邦人等に係る医療等の支援につきまして、御理解と御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。

　さて、中国残留邦人等の円滑な帰国（D促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）の一部が平成20年4月1日に施

行されることに伴い、現在、生活保護を受給している中国残留邦人等が、支援給付制度

へと切り替わることとなります。

　そこで、指定医療機関等への受診は、生活保護法の医療扶助から医療支援給付として

開始されることとなります。この取扱いは、生活保護法による医療扶助の例によること

とされていますが、下記事項については、中国残留邦人等の特別な事情に配慮して生活

保護法による医療扶助とは異なる取扱いとすることにしています。

　つきましては、中国残留邦人等が医療機関等へ受診する際、これまでの生活保護に準

じた取扱いとされるよう、御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたしま

す。

己言口

1　医療券の交付等については、原則、実施機関と医療機関の間で直接手続を行うこ

　ととする。

2　この場合、患者本人は医療券を持参しないことから、指定医療機関の窓口で本人

確認を行う必要があるため、支援給付を受給していることを証明するr本人確認証」

を提示させ、受診することとする。



【別派】医療給付手続きの流れ

生活保護（医療扶助）給付手続

①医療扶助の申請
【本人→福祉事務所】

　　　　　　　　幅E受診の希望を福祉事務所へ連絡

②要否意見書の交付
【福祉事務所→人→医療　　】

・給付要否意見害を交付し、医療機関

において所要事項の記入を受けた
上で福祉事務所に提出するよう指
ボ

※　医療機関は、人の希望　観考
にしつつ、福辻事蜘において近
の医・　　選

③要否意見書の提出
【医　　　→　人→福祉事務所】

・医療機関において、傷病名、医療の

要否、治療見込期間等の記入を受け

たよで、福祉事務所に提出

※　要否意見書は原則3か月（最長

6か月）毎に提出を求める

④医療券の交付
【福祉事務所→本人】　　　　　　一

・患者母名、有効期間（可か月単位）、

受診医療機関、傷病名、本人支払
額等を記載した医療券を発行
※　受診医療機関は、原則として

要否意見書に記載した医療機関
とする

⑤医療券の確認・受診
【本人→医療機関】

・医療券を医療機関で提示し、受診
する。

残留邦人（医療支援給付）給付手続

①医療扶助の申請
　　【本人→福祉事務所】

　　　　　　　同左
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⑤医療券の確認・受診
　　【本人→医療機関】

・「本人確認証」を医療機関窓ロで提示

・医療機関においては、「本人確認証」

とr医療券」を確認して治療を行う。



別記様式第1号
（表面）

本人確認証 N　o

　　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罵二二一一…ニヌ
　　生年月日　　　　　　　　　　　　　　：．、2．5cm　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　性別　　　　 i3皿　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ト　　　　　　　　　　　　　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l写真　　1
　　住　　所　　　　　　　　　　　　　i／　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じりロ　ロしロロじロロ　　　ルし
　上記の者については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律
第30号）に基づく支援給付の支給決定されていることを証
明する。

　　発行目平成年月日
　　　　　　　　　　　　　　　　実施機関唖ヨ

　この確認証の・有効期間は、平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日までとする。

（裏面）

（注意）

（1）この確認証は、他人に貸与し、又は譲渡することは
　できません。
（2）この確認証を紛失したときは、直ちに発行者に届け
　出て下さい。
（3）この確認証は、次の場合は直ちに発行者に返納して
　ください。
　　①御本人が支援給付を受けなくなったとき。
　　②確認証の記載事項に変更があったとき。
　　③確認証の有効期間が満了したとき。
　　④確認証が使用に耐えなくなったとき。
　　⑤確認証が再交付された後、紛失した確認証を発見
　　　したとき。
（4）医療機関で受診する際には、この確詔証を窓口に提
　示して下さい。

（備考）

1：弊騨艦騨諮示する・


